
チ
ョ
ウ
ジ
ユ

長

富

加

賀
滞
に
於
け
る
長
四
日
の

最
と
し
て
併
へ
ら
れ
る
も
の
は
臥
京
都
凶
村
哲
逝
寺

の
自
持
給
正
で
、
平
保
十
五
年
百
三
十
一
で
奴
し
た

と
併
へ
る
。

し
か
し
背
地
組
幹
の
可
制
小
説
に
、
苧

保
七
年
百
三
十
三
刊
誌
と
い
ふ
時
に
訪
ね
た
が
、
八
十

段
許
に
見
え
た
と
あ
る
か
ら
、
抗
際
は
艇
は

L
い。

今
金
仰
の
み
に
就
い
て
長
田僻
人
を
求
め
る
に
、
そ
の

第
一
は
淵
上
町
越
中
良
県
右
術
門
の
後
家
た
よ
で
、

天
保
九
年
六
且
十
六
日
百
十
入
践
で
奴

L
、
叉
木
新

保
荒
川
の
浪
人
梅
村
宗
療
は
、
亭
保
十
六
年
十
一
且

時
日
百
十
七
畿
で
現
し
た
と
い
ふ
。
次
に
百
十
三
歳

で
天
保
七
年
十
二
月
十
抗
日
に
残
し
た
欠
原
町
杭
滋

尽
丸
お
衛
門
(
火
椛
兵
衛
が
あ
り
、
次
に
百
十
二
段
で

天
保
五
年
四
月
世
七
日
に
裂
し
た
千
日
間
越
中
屋
一
一
一

四
郎
母
い
よ
が
あ
り
、
次
に
百
十
一
様
で
天
保
八
年

組
巾
の
人
で
、
叉
M
M
袖
悼
の
部
地
泉
寺
を
聞
い
た
o
w
H
文

十一

一年
抗
月
三
日
九
十
二
歳
で
寂
。

チ
ョ
ウ
シ
後
士

明
治
元
年
ご
且
以
降
朝
廷
の

政
務
を
掌
ら
し
め
る
露
各
滞
か
ら
徴
さ
れ
た
士
を
い

ふ
。
加
賀
山
協
で
は
四
月

H
三
目
安
升
川
剖
出
が
徴
士
新

潟
裁
判
所
在
勤
内
凶
椴
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
五
月
十

二
日
間
削
正
忠
・
北
川
克
闘
が
徴
士
江
戸
府
在
勤
刑

法
官
級
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
月
廿
一
日
陸
阪
惟
厚

が
微
士
軍
務
官
椛
判
事
と
な
り
、
七
且
里
見
元
艇
が

州
同
士
柏
附
抑
制
判
事
に
な
っ
た
が
病
の
放
や
一
以
て
就
峨

し
な
か
っ
た
等
の
如
き
是
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
シ
グ
チ

鏡
子
口

内
戸
ン
河
北
相
金
浦

制
加
に
回
す
る
部
首
問
。

チ
ョ
ウ
ジ
ヤ
ガ
ハ

長
者
川

羽
咋
郡
政
披
領
川
匂

谷
内
及
び
稲
村
領
中
間
谷
内
か
ら
流
出

L
、
刑
制
咋
に

煎
っ
て
子
相
川
に
合
す
る
。

チ
ョ
ウ
ジ
ヤ
ガ
ハ
ナ

長
者
ヶ
M
F

m附や一
い
ふ
。

間
出
川
端
、
辿
の

一月
二
日
に
裂
し
た
野
間
千
手
院
門
前
桑
原
康
抑
制
ま

一
じ
、
日
っ
そ
の
病
少
し
く
悠
-X
る
に
聖
ら
ぱ
辿
か
に

一
は
京
や
一
緩
L
、
二
月
朔
日
金
仰
に
入
っ
た
の
で
、
測

す
母
き
く
と
、
天
保
九
年
八
月
什
入
日
に
裂
し
た
陀

一
容
凱
ず
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
文
征
長
の
引
に
問
聞
し
て

一
務
は
時
服
二
領
を
典
へ
て
之
を
貸
し
、
後
七
且
嗣
即
日

川
川
上
限
捌
成
嗣
寺
門
前
越
中
庭
抑
制
し
げ
母
ま
さ
が

一
は
、
醐H
濃
の
代
迎
と
し
て
長
池
恭
宇
一巡
州
絡
の
先
鋭
一
一
向
務
の
京
肺
に
在
っ
た
崎
、百
円び
備
前
桔
定
の
装
刀

あ
り
、
次
に
百
十
歳
で
貸
出
円
六
年
九
月
叶
抗
日
に
波

一
た
ら
し
め
る
こ
と
脅
令
し
た
。
腎
準
乃
ち
同
月
十
八
一
を
附
っ
て
軍
功
を
邸
う
た
。

し
た
石
川
端
宮
腰
益
出
削
剛
(
後
金
抑
に
出
川
留
〉
念
帥
庭

一
日
再
び
鋭
愉
青
山
辿
恭
に
奥
へ
て
そ
の
波
務
青
山
祉
し
、

一
会
一
〉
再
役

l
然
る
に
そ
の
後
民
滞
は
市
民
に
冊
目
抗
の
勢

伊
平
ほ
と
め
が
あ
る
。

一
禁
関
守
泌
の
鎚
に
は
加
に
鉱
山
除
平
そ
振
出
し
た
。

一
脅
示
し
た
か
ら
、
務
府
は
一
作
征
の
命
そ
渡
せ
ざ
る
を

チ
ョ
ウ
シ
ユ
ウ
ジ

長
周
寺

金
搾
下
百
?
な
木

一
合
一〉
出
附

l
Mに
し
て
回
目
辿
恭
は
、
川
仰
の
日
持
に

一
得
ざ
る
に
来
っ
た
。
是
よ
り
先
制
刊
務
は
、
隠
跡
元
年

同
に
在
っ
て
、
由
民
宗
京
振
に
印
刷
す
る
。

一
E
き
に
あ
っ
た
か
ら
、
十
一

月
サ
抗
日
室
内
し
て
天

一
二
月
引
入
日
金
保
常
設
し
て
江
戸
に
妻
勤
し
た
が
、

チ
ョ
ウ
シ
ユ
ウ
セ
イ
パ
ツ

長
州
徒
伐

(
一
〉
前

一
機
売
奉
伺
し
た
が
、
学
問
天
弘
は
旧
日
々
宮
中
納
言
を

一
四
且

H
六
日
将
軍
徳
川
家
茂
に
献
言
し
て
、

長
州
再

担
|
元
治
元
年
八
月
十
三
日
在
京
の
開
老
抑
制
拡
張
泌

一
し
て
仰
〈
何
は
し
め
紛
う
た
o
こ
の
日
以
後
辿
恭
配

一
一
祉
の
不
可
な
る
所
以
所
辿
ベ
、
沢
月
十
一
日
江
戸
を

守
正
邦
は
、
加
賀
"
掃
の
誌
や
抑
制
き
、
掠
山
川
が
怖
に
長

一
下
の
士
山
中
は
陣
約
と
し
て
京
特
設
し
、
山山
川
そ
下
つ

一
夜
し
て
郎
滞

L
、
問
坑
月
一

一日
京
附
に
往
き
、
什

一

認
を
征
討
せ
ん
と
す
る
売
以
て
、
一
柿
の
老
隠
長
大
附

一
て
大
坂
に
向
か
う
た
が
、
宙
博
海
上
風
披
穏
か
で
な

一
日
復
在
油
田
の
将
軍
に
軒
々
し
く
征
長
の
役
を
起
す
べ

守
山
山
恭
脅
山
陰
遊
方
一
聞
の
殿
軍
と
し
て
石
見
に
姐
ま

一
か
っ
た
か
ら
、
十
二
月
四
日
に
来
。
初
め
て
四
千
依

一
か
ら
ざ
る
理
問
そ
述
べ
た
。
読
し
弾
琴
は
、
去
年
水

し
む
べ
き
命
止
申
渡
し
た
。
山
市
侠
附

m
m接
線
備
を
辿

一
人
骨
防
二
十
二
位
に
分
来
出
帆
せ
し
め
、
七
日
に
は

一
戸
浪
士
の
凶
上
し
た
際
、
之
を
防
止
す
る
お
間
越
に

恭
に
奥
へ

、
大
に
潜
闘
し
て
勇
名
脅
測
か
す
べ
き
こ

一
辿
恭
も
滞
有
の
代
備
投
俄
丸
に
搭
来
し
た
。
し
か
し

一
夜
諮
せ
ら
れ
た
各
滞
が
、
如
何
に
非
力
無
能
で
あ
っ

と
脅
射
し
た
が
、同
月
什
二
日
草
然
江
戸
の
間
老
は、

一
郎
風
向
止
ま
ず
し
て
似
総
訟
の
如
〈
な
ら
ず
、
十
四

一
た
か
に
考
へ

て
、
長
滞
と
しum判中
一
交
ふ
る
の
日
如
何

京
都
に
於
け
る
前
命
令
が
棋
の
肌
附
に
出
た
も
の
で

一
日
湖
〈
安
強
州
安
誌
側
江
故
村
に
上
陸
す
る
こ
と
を
一
ー
な
る
紡
果
に
邸
若
す
べ
き
か
は
、
略
之
を
逆
脳
L
得

あ
る
と
の
理
向
に
よ
っ
て
、
加
賀
滞
の
任
務
守
解
除

一
得
、
裕
一
首
寺
そ
帥
替
と
し
、
十
五
日
随
時
域
外
に
あ
一
た
に
凶
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
野
容
の
意
見
覚
に
行

し
た
。
爺
L
元
治
の
続
に
相
子
版
明
の
部
憤
そ
命
ぜ

一
石
総
儲
松
平
随
勝
そ
訪
う
て
泊
帥
た
告
げ
た
。

イ
九

一
は
れ
ず
し
て
、結
府
は
長
滞
一
件
征
の
兵
を
出
し
た
が
、

ら
れ
た
後
、
出
刊
進
出
が
未
だ
紅
戸
に
黙
っ
て
謝
非
の
滅

一
日
辿
恭
は
総
督
よ
り
、
緩
急
の
際
附
即
応
の
凶
口
草
棟

一
加
賀
滞
は
前
役
に
於
け
る
が
如
〈
、
従
軍
の
命
を
受

訟
を
致
さ
な
か
っ
た
放
に
、
今
に
於
い
て
公
役
令
烈

一
そ
加
到
滞
の
防
仙
肝
削
減
と
す
べ
き
所
以
て
、
隊
め
斥

一
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

す
る
は
拡
府
の
成
問
即
売
失
院
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

一
候
荷
探
し
て
そ
の
地
売
的
筏
す
べ
き
こ
と
常
命
ぜ
ら

一

チ
ョ
ウ
シ
ユ
タ
澄
蹴

白
山
本
宮
の
長
更
。
澄

た
の
で
あ
っ
た
。
次
い
で
八
且
什
二
日
幕
府
は
野
容

一
れ
、
什
四
日
料
じ
て
東
寺
町
館
林
寺
そ
木
盟
国
と
し
、

一
況
が
山
科
言
織
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
織
澗

に
出
府
そ
命
じ
、
照
明
暗
は
カ
月
」
J

一
日
後
途
を
約

L
一
阿
川
淑
勝
守
・
等
位
院
に
士
卒
を
牧
谷
L
た
o
然
る

一
記
大
永
七
年
以
下
に
見
え
て
白
山
長
定
法
印
と
告
か

た
が
、
そ
の
前
日
に
烹
っ
て
病
と

m
Lて
矧
所
在

一
に
品
川
七
日
総
督
は
辿
恭
脅
召
し
て
、
日
目
滞
が
悦
に
恭

一
れ
、
同
年
三
且
二
日
の
僚
に
は
法
印
市
民
と
紀
さ
れ

べ
、
十
月
官
四
日
家
老
前
削
典
腕
骨
江
戸
に
逃
は

L
、
一
附
の
m
M
そ
表
せ
ろ
秒
以
て
、
征
討

mh吃
倣
返
す
べ
き

一
て
ゐ
る
。
叉
白
山
富
抗
似
都
中
記
録
平
総
四

4
の
僚

武
門
の
而
日
常
維
持
せ
ん
が
潟
、
科
，
ひ
資
法
に
叫廿
品
川
閥
て
」
と
脅
告
げ
、
什
入
日
に
は
叉
辿
恭
荷
饗
L
、
紅
色

一
に
、
『
同
年
七
月
本
願
寺
ヨ
リ
下
問
人
数
一
竿
ン
下
。
同

の
守
備
を
命
じ
、
H
つ
征
長
の
役
に
闘
し
て
は
、
務

一
或
服
地
荷
賜
は
っ
た
。
図
っ
て
加
賀
滞
の
諸
隊
は
、

一
サ
三
日
澄
耐
法
印
奉
ν

想円高
山
へ
出
、
別
清
期
開
放
火

が
慨
に
準
備
を
了
し
た
ろ
軒
以
て
、
前
令
に
悲
づ
い

一
院
郎
元
年
夜
且
=
一
日
以
降
臨
途
に
上
り
、
辿
恭
も
七

一
ス
ル
也
。
』
と
あ
り
、
阿
部
に
天
文
京
年
八
隅
結
縁
寺

て
出
仰
せ
し
め
ら
九
ん
こ
と
た
製
求
し
た
。
図
っ
て

一
日
制
林
寺
中
'↓波
L
、
小
品川に
一
ポ
じ
て
宇
品
に
若
し
、

一
の
判
的
行
堂
起
立
の
時
に
も
法
印
澄
視
と
あ
る
。

十
一
月
十
七
日
阿
部
則
後
守
正
外
は
綿
密
荷
的
き
、

一
十

一
日
設
機
丸
に
柑
惜
し
て
十
四
日
兵
郎
に
日甲山
h
v
、
能

一

チ
ヨ
ウ
ジ
ュ
ジ

長
蕊
寺

邸
ぬ
郷
小
島
に
在
つ

ト
L
ti

e
r
s

-

-

一

臨
時
'
の
退
京
に
射
す
る
磁
分
に
針
し
て
は
他
日
に
之

一
H
そ
軒
て
イ
六
日
紅
仁
寺
に
人
り
、
訴
隊
廿
一
日
を

一
て
、
日
活
宗
に
屈
す
る
。

山
政
は
久
迩
山
。
寺
記
に

を
保
留
す
る
も
、
改
め
て
野
泰
に
京
一
附
の
相
官
純
を
命

チ
ヨ

五
一ー
八


